
佐世保市認知症カフェ開催支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は佐世保市認知症カフェ開催支援事業補助金（以下「補助金」という。）

の交付に関し、佐世保市補助金等交付規則（平成１７年規則第５３号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、認知症カフェを開催する団体に対し補助金を交付することにより、

市内に広く認知症カフェの開設を促進する。認知症の人が住み慣れた地域で安心して生

活が継続できるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減すること及び

地域住民への認知症の啓発を促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族、地域住民等が

気軽に集い、相談、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。 

 

（補助対象団体） 

第４条 この要綱に基づき、補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象団体」という）

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 （１）佐世保市で認知症カフェを開設する団体であること。 

 （２）会則、規約等の組織運営に関する明文の定めを有していること。 

 （３）本事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別していること。 

 （４）宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金を交付する対象となる事業（以下「補助対象事業」という）は、次の各号に

掲げる要件のいずれも満たす認知症カフェを運営する事業とする。 

 （１）佐世保市認知症カフェ登録決定通知を受けていること。 

 （２）認知症対応について相談・連携・対応できる支援機関（者）があること 

 （３）３人以上をもって構成された団体（組織）であること 

 （４）机等を配置し、複数の人が同時に過ごすことができる十分なスペースがあること。 

 （５）原則として、月１回以上開催し、１回あたりの開催時間は２時間以上とすること。 

 （６）開設日は、日にち及び曜日を固定するなど工夫し、周知すること。 

 （７）活動中は、事故発生時に適切な対応を行うことができる人員を１名以上配置するこ

と。 



 （８）主な活動内容として、次のアからイに掲げる取り組みを行うこと。 

   ア 認知症の人及びその家族等が安心して集い、交流する場の提供と交流の促進 

   イ 地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域の関係者等との連携を図ると

ともに、市民ボランティア（認知症サポーター、チームオレンジ及び市民など）

の積極的な参加を促し、地域に開かれた場となるように努めること 

 （９）佐世保市が行う事業の周知等の協力を行うこと。 

２ 補助対象団体が行う事業であって、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象と

しない。 

 （１）国や県、本市の他の補助金の交付を受け、又は受けることが決定している事業。た

だし、別事業とみなしうる場合はこの限りではない。 

 （２）営利を目的とする事業 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金を交付する対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、開催に直

接必要な経費であって、別表１に掲げる経費とする。 

 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、別表２に掲げる額以内で予算の範囲内で交付する。 

 

（補助金の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、次の各号の

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （１）事業計画書 

 （２）収支予算書 

 （３）申請団体調書 

 （４）認知症カフェ等開催予定会場の位置図及び写真（建物外観及び会場内） 

 （５）その他市長が必要と認める書類 

 

（関係書類の整備） 

第９条 補助対象者は、補助対象事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び

支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管してお

かなければならない。 

２ 市長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため、前項の帳簿及び証拠書類を検

査することができる。 

 

（実績報告） 



第 10 条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添え

て市長に報告しなければならない。 

 （１）実績報告書 

 （２）活動報告書 

 （３）収支決算書 

 （４）補助対象経費の領収書の写し 

 （５）その他市長が必要と認める書類 

 

（手続きの省略等） 

第 11 条 規則第 19 条の規定により、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告に

かかる書類の審査及び必要に応じて実施調査等により、その報告にかかる補助事業の成

果が規則第 6 条の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは規則第 12 条に係

る手続きを省略することができる。 

 

（補助金の支払い） 

第 12 条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を精査後に支払うものとする。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払により交付することができ

る。 

 

（補則） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

  



別表１（第６条関係） 

報償費 外部の講師への謝礼 

事業調整事務等に対する報償費 

ボランティア活動に対する奨励金（謝礼金） 

交通費 講師及びボランティアの交通費 

燃料・光熱水費 活動に必要な燃料・光熱水費 

消耗品費 事業の実施に必要な消耗品費（１品５万円未満） 

食糧費 事業の実施に必要な茶菓子等 

使用料及び賃借料 会場使用料、機材等の借り上げ料 

保険料 事業実施に係る保険料 

その他事業の実施に当たり市長が認めるもの 

※自宅等（既存店舗含む）を解放している場合、使用料（光熱水費込み）１時間１，０００

円を限度とし経費を認める。ただし、改修費等は認めない。 

 

別表２（第７条関係） 

年度 補助 限度額 

１年目 
定額 

１７０，０００円 

２年目以降 １２０，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 


